


『AIGエジソンのドル建とく割終身保険』「一生涯の保障」と「資産形成」を、割安な保険料でご準備いただけます。
おすすめするのには、理由があります。
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保険料払込期間

解約払戻金

この期間の解約払戻金が
ありません。

解約払戻金

保険料払込期間は、終身または３・５・10年、40歳満了、50～95歳満了（5歳きざみ）
から選択できます。

一生涯の死亡保障等にかえて円建の年金を受取れます。

年 金
年 金

終身保険

100%移行のイメージ 50%移行のイメージ

＊この特約の詳細は、6ページおよび「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

死亡された場合には死亡保険金を、約款所定の高度障害
状態になられた場合には高度障害給付金を受取れます。
死亡保険金または高度障害給付金の受取方法を「一時金
受取」と「年金受取」から選択できます。

①一時金受取

②年金受取

保険金額を一時金として受取れます。
なお、受取通貨は「USドル」と「円」から選択できます。

被保険者の方が「死亡」された場合、または、
「約款所定の高度障害状態」になられた場合

無配当年金支払特約を付加し、円建の確定年金として受取れ
ます。
年金の支払期間は5・10・20・30・36年の中から特約締結時
にご指定いただきます。
＊指定された年金の支払期間は、変更することができません。
＊年金額が10万円に満たない場合には、年金受取は選択できません。
（一時金受取となります。）
＊この特約の詳細は、6ページおよび「ご契約のしおり・約款」をご確認
ください。

保険料払込期間中の解約払戻金を無くした

「ドルとく割特約」を付加していますので、

保険料が割安となります。

契約

保険料払込期間満了
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この商品には以下の諸費用がかかり、市場リスクがありますのでご留意ください。
●この商品における諸費用

また、商品の検討に際しては、「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

「ドルとく割特約」の付加割合は、合計保険金額の
10～30％の範囲で設定できます。

ドルとく割特約

主契約
＋＋

ドルとく割特約

主契約

～
この範囲で
設定可能

30％

70％

10％

90％

無
配
当
年
金
移
行
特
約
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契約年齢：30歳／男性　保険期間：終身　保険料払込期間：60歳満了　保険料払込方法：口座月払
主契約「無配当終身保険（USドル建）」保険金額：70,000USドル
ドルとく割特約「無配当解約払戻金抑制型終身保険特約（USドル建）」保険金額：30,000USドル

契約例

（1USドル＝100円と仮定した場合の保険料円換算額：11,544円）月払保険料：115.44USドル

保険料払込総額
41,558.40USドル

ドルとく割特約

30,000USドル

主契約

70,000USドル

死亡・高度障害のとき
100,000USドル

保険料払込期間
満了日の翌日の
解約払戻金額

52,326.00
USドル

＊３・５年はドルとく割特約の付加割合が3割の場合に取扱います。
＊被保険者の契約年齢により制限があります。

保険契約に関わる費用

解約控除

払込保険料から、保険契約の締結・維持および保険金等の支払に必要な費用
を負担いただきます。これらの費用は、契約年齢・性別等によって異なります。

中途解約の場合、所定の解約控除をいただく場合があります。解約控除
は、払込期間・保険料の払込年月数・経過年月数によって異なります。

この保険におけるUSドルと円との換算に用いる為替レートは、時々の
為替相場により異なるため、諸支払金額は、保険料円払込総額を下回る
場合および保険契約時における為替相場により円換算した諸支払金の
予定額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。この為替
変動リスクは契約者・受取人に帰属します。

解約時等の為替手数料

USドルで受取る際の
送金手数料

円で解約払戻金等を受取る場合、為替レートはTTBが適用され、TTMと
の差額は受取人の負担となります。TTMとTTBの差額は１円です。
（2010年2月1日現在。この差額は将来変更されることがあります。）

USドルで保険金等を受取る場合、送金手数料は受取人の負担となります。

為替変動リスク

●この商品における市場リスク

1特長

3特長

2特長

商品のしくみと契約例

＊この商品におけるドル・USドルとは、アメリカ合衆国通貨（米国ドル）を指します。　＊TTM：銀行等で対顧客向け売買取引をする際の基準となるレートのことをいいます。  ＊TTB：銀行等で外国通貨を円貨に交換する時の一般的な為替レートをいいます。

《参考》 
●契約者：保険会社と保険契約を結び、ご契約上の権利（ご契約内容変更などの請求権）・義務（保険料支払義務）を持つ
人のことをいいます。

●被保険者：生命保険の対象として保険（保障）がつけられている人のことをいいます。
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以下に記載の数値は、2010年2月1日現在の保険料率における

※保険料および年金額、解約払戻金額は保障内容や年齢・性別等によって異なります。

●保険期間：終身   ●保険料払込方法：口座月払
●主契約保険金額：70,000USドル   ●ドルとく割特約保険金額：30,000USドル　の場合の例示です。

月払保険料例 円での払込となりますので、為替相場の変動に応じて毎回お支払いいただく保険料（円）は変動します。

実際の保険料で実感ください。
記載のない契約年齢等の保険料については担当者におたずねください。

＊記載の年金額は、上記保障内容に基づく年金移行原資をもとに、特約締結日における適用為替レートを100円と仮定し、2010年2月1日現在
の無配当年金移行特約における当社所定の率で計算しています。また、「保険料払込総額 円（仮定）」は、保険料払込時の適用為替レートを全
て100円と仮定して計算していますので、実際の「保険料払込総額 円」とは異なる場合があります。

＊経過年度（20・25・30・35・40・45年）に対する解約払戻金額・保険料払込累計額・払戻率は経過年度の保険料が「完納後」かつ「経過年度末日」
の数値です。
＊払戻率はUSドル建で計算しており為替手数料は考慮していません。
＊解約払戻金は「円」でも「USドル」でも受取れます。ただし、USドルで受取る際の送金手数料は受取人の負担となります。

具体例

契約
年齢 性別 年金額 （円） 受取総額 （円）

30歳

40歳

50歳

60歳

65歳

75歳

保険料
払込期間 USドル 円 （仮定）

（参考）保険料払込総額

男性
女性
男性
女性
男性
女性

1,074,253
910,937

1,204,680
1,033,583
1,475,984
1,317,328

5,371,265
4,554,685
6,023,400
5,167,915
7,379,920
6,586,640

41,558.40

35,352.00

50,505.00

42,120.00

68,028.00

54,603.00

4,155,840
3,535,200
5,050,500
4,212,000
6,802,800
5,460,300

契約年齢：30歳、保険料払込期間：60歳満了、非喫煙割引特約付加なしの場合

経過年度 20年 25年
30年

保険料払込
期間満了日

保険料払込
期間満了日の
翌日

35年 40年 45年

解約払戻金額（USドル）

保険料払込累計額（USドル）

払戻率
男性

女性
解約払戻金額（USドル）

保険料払込累計額（USドル）

払戻率

20,904.80

27,705.60

75.4 ％
17,468.50

23,568.00

74.1 ％

28,215.60

34,632.00

81.4 ％
23,718.80

29,460.00

80.5 ％

36,628.20

41,558.40

88.1 ％
31,059.70

35,352.00

87.8 ％

52,326.00

41,558.40

125.9 ％
44,371.00

35,352.00

125.5 ％

58,679.00

41,558.40

141.1 ％
50,345.00

35,352.00

142.4 ％

65,274.00

41,558.40

157.0 ％
56,972.00

35,352.00

161.1 ％

71,894.00

41,558.40

172.9 ％
64,166.00

35,352.00

181.5 ％

契約
年齢

保険料
払込期間

非喫煙割引特約付加なし
男性 女性 男性 女性

非喫煙割引特約付加あり

（USドル） （USドル） 121.53

107.97

98.81

184.33

157.75

141.10

244.23

212.36

193.84

（USドル） 106.57

94.54

86.39

159.85

136.28

121.17

206.87

177.56

159.37

（USドル）

〈年金額（円）×5年〉

30歳

40歳

50歳

解約払戻金例 保険料払込期間中の解約払戻金が低く設定されています。

保険料の払込年月数や経過年月数等に応じて解約払戻金額（USドル）は、着実に増加します。

年金額例 年金額は年金移行時の適用為替レートおよび当社所定の率で計算しますので、契約時には確定していません。

保険料払込期間満了時に死亡保障等のすべてを5年間の確定年金にした場合（100％移行）に
受取れる年金額（非喫煙割引特約付加なしの場合）。

129.61

115.44

105.91

196.14

168.35

151.16

259.55

226.76

208.13

110.56

98.20

89.77

164.51

140.40

124.99

211.89

182.01

163.72

55歳
60歳
65歳
60歳
65歳
70歳
70歳
75歳
80歳

特約について

●この特約を付加した場合、死亡されたときには特約死亡保険金を、疾病または傷害に
より約款所定の高度障害状態になられたときには特約高度障害給付金を受取れます。
＊この特約は、責任開始日から3年以内に被保険者が自殺された場合には特約死亡
保険金をお支払いしません。

●この特約には満期保険金、配当金、および保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
●この特約の保険金額は主契約とこの特約の合計保険金額の１割から３割を超えない
範囲内でお取扱いいたします。

●この特約の増額およびこの特約のみの解約はお取扱いいたしません。
●この特約の減額は当社所定の範囲内でお取扱いいたします。
ただし、減額前の主契約とこの特約の割合と、減額後の付加割合が同じ割合となるよう
に主契約およびこの特約を減額いたします。
＊主契約またはこの特約のみの減額は、お取扱いいたしません。
●この特約を付加しない場合の詳細は「AIGエジソンのドル建終身保険」のパンフレット
および「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

無配当解約払戻金抑制型
終身保険特約（USドル建）
この特約の販売名称を「ドルとく
割特約」といいます。

保険料等をUSドルにかえて円で払込むことができます。保険料等円入金取扱特約

各支払の請求ごとにこの特約を付加することによって、保険金等をUSドルにかえて円
により受取ることができます。

円支払取扱特約

この特約を付加することによって、保険契約の全てまたは一部を将来の死亡保障等に
かえて所定の円建の年金として受取ることができます。
年金額は特約締結日（年金支払開始日）における責任準備金（ドルとく割特約は解約払
戻金）をその日における最初のTTMを用いて円換算し、特約締結日における当社所定
の率を用いて計算します。なお、この特約を付加する場合には、特約締結日の2週間前
までにその旨をお申出ください。
●年金の種類：5･10･20･30･40年確定年金または10年保証期間付終身年金（当社の
定める範囲で選択していただきます）

●年金移行年齢範囲：50～79歳（年金支払開始日における被保険者の契約年齢）
ただし、保険料有期払の場合は保険料払込期間満了後（保険料終身払の場合は契約
日から10年経過後）にお取扱いいたします。

●特約締結日：上記年金移行の条件を満たすいずれかの年単位の契約応当日で保険契
約者が指定した日

●年金額の範囲：10万円～3,000万円（ただし、一部移行の場合は残存する死亡保険
金額は最低保険金額以上が必要です）
＊この特約は、保険料払込期間が5年未満となる契約には付加できません。
＊限度額判定の円換算レートは、この特約の締結日における当社所定の換算レートを
使用します。

無配当年金移行特約

この特約を付加することによって、死亡保険金・高度障害給付金を一時金にかえて所定
の円建の年金として受取ることができます。
年金額は、死亡保険金・高度障害給付金を年金基金設定日における最初のTTMを用いて円
換算して年金基金に充当し、年金基金設定日における当社所定の率を用いて計算します。
●年金の種類：5･10･20･30･36年確定年金
●年金基金設定日：年金基金設定の申出書の当社の本社到達日の翌営業日
●年金支払開始日：年金基金設定日の翌年の応当日
●最低年金額：10万円
＊この特約は年金支払開始日前であれば解約することができます。また、年金基金設定
日後に解約された場合は年金基金の価額を円でお支払いします。

無配当年金支払特約

この特約は、被保険者が当社の定める基準を満たす場合に保険料の割引を行なう特約です。
■契約対象　●契約年齢（被保険者）：21～80歳

●最低保険金額：50,000USドル
●付加対象：無配当終身保険（USドル建）および無配当解約払戻金抑制
型終身保険特約（USドル建）

非喫煙割引特約

●被保険者が余命6ヵ月以内であると判断されるときに保険金をお支払いします。
●お支払い金額は、被保険者が請求された金額（死亡保険金額の範囲内かつ円換算し
て最高通算3,000万円以内）から請求された金額に対する6ヵ月分の利息と保険料の
現価を差引いた金額をお支払いします。
＊限度額判定の円換算レートは、リビング・ニーズ特約の保険金の支払事由発生日に
おける当社所定の換算レートを使用します。

リビング・ニーズ特約

1特長

2特長

3特長

特　約保険料例など



＊当パンフレットに記載の「当社」とは、AIGエジソン生命保険株式会社のことを指します。

お問い合わせ（担当者） ＊当社の生命保険募集人（担当者）は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。

契約年齢について

●ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています「契約概要」と、ご契約のお申
込みに際して特にご注意いただきたい事項を説明しています「注意喚起情報」を記載した「契約締結前交付書面（契約概
要／注意喚起情報）」をご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●「ご契約のしおり・約款」には、商品の詳細、クーリング・オフ（お申込の撤回等）、告知義務、免責、解約に関するご注意、契
約内容の変更、当社の生命保険募集人（担当者）の権限など、ご契約についての大切な事項、必要な保険知識、主な保険
用語の説明等を記載しています。必ずご確認のうえ、大切に保管ください。

15～80歳（付加特約・保険料払込
期間等により制限があります。）

契約年齢は契約日（計算基準日）における満年齢で計算
し、1年未満の端数については6ヵ月以下の場合は切り捨
て、6ヵ月を超える場合には満年齢に1歳加算した年齢と
なります。
（例）39歳7ヵ月の被保険者の契約年齢は40歳です。

その他

●この保険は、無配当保険のため配当金はありません。
●保険金・給付金のお支払いは、責任開始時以後に支払
事由が発生した場合に限ります。
●この保険は、責任開始日から3年以内に被保険者が自殺
された場合は死亡保険金をお支払いしません。
●この保険は、増額はお取扱いいたしません。

責任開始日（契約日）について

申込まれた契約の保障が開始する時期を責任開始期と
いい、その責任開始期の属する日を責任開始日といい
ます。責任開始日は第一回保険料の領収日または告知
日のいずれか遅い日となります。

保険料について

払込方法：年払・半年払・月払
終身または3・5・10年、40歳満了、
50～95歳満了（ただし、5歳きざみ）
＊3・5年は、ドルとく割特約の付加割合が3割
となる場合に取扱います。

高額割引制度について

主契約とドルとく割特約の合計保険金額が10万USドル
以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、
保険料が割安になります。
なお、保険金額を減額された場合等、契約内容の変更に
より所定の要件を満たさなくなった場合、それ以降は高
額割引制度は適用されなくなります。

保険種類をお選びいただく際には、「AIGエジソン生命の保険種類のご案内」をご覧ください。

登E-A10-116
2010.03.01

No.4110（改）
（セールスツールG）

この保険は「保険種類のご案内」に記載されている終身保険です。

為替レート
照会ダイヤル フリーコール0120-953-553最新の為替レートを音声ガイドで24時間ご案内しています。 通話料

無料

主な適用為替レート

この保険におけるUSドルと円との換算に用いる為替レー
トは、次の通りとなります。なお、TTMは当社が指定する
金融機関の公示値を用い、TTBはTTM－1円となります。
（2010年2月1日現在）
＊詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

取扱範囲（被保険者）：

払込期間：

ご一読ください

為替適用日と適用為替レート

年金移行特約による
年金支払 特約締結日の最初のTTM

第
1
回
保
険
料

デビット
カード
決済扱※1

クレジット
カード扱※2

口座
振替扱

口座
振替扱

振込扱

2回
以降
保険料

保
険
料
円
入
金

（特約）死亡保険金、
（特約）高度障害給付金、
リビング・ニーズ特約の
保険金の円支払

※1 デビットカード決済扱とは、当社の指定するデビットカードに
よりお払込みいただく方法です。

※2 クレジットカード扱とは、当社の指定するクレジットカードに
よりお払込みいただく方法です。

＊USドルで取引された場合の税務取扱上の為替適用日と適用
為替レートとは異なる場合があります。

対象

当社所定の決済端末機でお手続きい
ただいた日の最初のＴＴＭ(当社が指
標として指定する金融機関が休業日
の場合、直前の金融機関の営業日）

当社がクレジットカードの有効性等
を確認した日の最初のＴＴＭ（当社が
指標として指定する金融機関が休業
日の場合、直前の金融機関の営業日）

引去月の当月7日の最初のTTM（7日
が当社休業日の場合、直後の営業日）

当社が支払処理を行なった日の最初
のTTM

当社指定口座着金日の最初のTTM

請求書類が当社の本社に到達した日
の翌営業日の最初のTTB解約払戻金の円支払




